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家庭・結婚
渋谷区「同性パートナーシップ条例」の問題点る。ここでいう「両性」とは「男女」を意味しており、

また「夫婦」とあることからも、憲法は「結婚が男女間

で行われることを前提」とし、「同性婚を認めていな

い」というのが、現在の憲法解釈の主流の学説である。

　一部に同規定の主眼は、婚姻をかつての家制度から解放

すること、つまり家同士の取り決めによる結婚ではなく本

人同士の意思が尊重されるという意味であって、「両性」

は必ずしも「男女」と規定しているわけではない、同性婚

を排除しているとまでは言えないとの主張がある。

　しかし、憲法は次世代を生む「法律婚」を特に重視し

保護しており、前述のように「同性婚を容認している」

とする学説には無理があるというのが大勢である。

　また、憲法94条は「地方公共団体は、…法律の範囲

内で条例を制定することができる」と規定している。こ

のように同性カップルに「結婚相当の関係」を認める証

明書を発行する渋谷区の同条例は、憲法24条および94

条の規定にも違反している可能性が高い。
議会と区民を軽視、十分な議論なく強行
　第二点は手続き上の問題で、議会や区民を軽視した非

民主的な手法にある。　渋谷区は区議会に何の事前報告をしないまま、条例案

提出の意向をまずマスコミに公表、マスコミ報道が先行し

た。しかも、条文案の具体的中身はなかなか公表されず、

通常なら区民から意見を募集するために行われる「パブリ

ック・コメント」も行われなかった。マスコミ報道による

条例制定の既成事実化を狙ったもので、民主的手続きを軽

視した強引なやり方は、議会でも問題となった。

　条例案は３月議会で成立させ、４月１日から施行する

とされていた。区民や事業者に多大な影響を与える重大

な政策変更であるにも関わらず、区長提案には反対しに

くいという議員心理を利用し、コンセンサスを得るため

の十分な議論のないまま、区により強行されたというの

が実態である。　第三の問題は、「同性カップルの人権擁護」「不利益の

解消」を謳いつつ、他方で区民の思想信条と教育の自由、

さらには事業者の利益が侵害される恐れがあることだ。
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　今年３月、東京・渋谷区は同性カップルに「結婚相当

の関係」を認める証明書を発行する条例案を議会に提出

した。同条例案には重大な問題が指摘され、自民党と一

部無所属議員は反対を表明したものの賛成多数で可決。

４月１日から施行された。今後、全国に波及する可能性

もある。ここで渋谷区条例の何が問題なのか、整理して

おきたい。

証明書発行の根拠
　渋谷区が制定したのは「渋谷区男女平等及び多様性を

尊重する社会を推進する条例」。「性的少数者に対する

理解と人権を尊重する社会を目的」としている。

　同性カップルがアパートに家族として入居できない、

一方が入院した際に家族でないために面会を制限され

る。こういった事態に対応するため、区が同性カップル

に「結婚相当の関係」を認める「パートナーシップ証明」

を発行し、事業者や区民に「最大限配慮」を求めるもの

だ。証明書は早ければ今年夏にも発行されるという。

　しかし、上記のような事例に対しては、「パートナー

シップ証明」を発行しなくても、アパートへの入居や病

院の面会などを家族以外に認める施策を取れば、十分改

善でき、証明書発行の根拠とはならない。性的少数者の

人権を尊重することと、「結婚相当の関係」を認める証

明書を発行することとは、全く別次元の問題である。

憲法に抵触する可能性が高い　同条例の最大の問題点は、憲法に抵触する可能性が高

いことである。「パートナーシップ」の定義について、

条例は「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備え

る戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係」と

明記、「結婚に相当する関係」と位置付けている。区は

否定しているが、これは「同性婚の容認につながる」も

ので憲法違反の疑いが強いと、八木秀次・麗澤大学教授

（憲法学）は指摘している。　憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成

立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相

互の協力により、維持されなければならない」としてい

はじめに　

　今年2015年は、日韓国交正常化50周年目に当る年であ
り、これまでこの問題にかかわった経緯もあり、歴史を振り
返りながら今後の日韓関係を展望してみたい。
　日韓基本条約は1965年6月22日に東京において正式署名
され、同年12月18日にソウルにおいて批准書交換がなされ
た。このとき東京においても、ソウルにおいても大規模な反
対デモが起きて騒然としていた。実はこの交渉が始まった
のは1951年で、約14年にわたる難交渉の末のことだった。ただしこの期間ずっと交渉が続いていたわけではな
く、途中何度も交渉が中断するという山あり谷ありの苦節14年だった。
　65年6月に正式署名したのは日韓基本条約のほかに関連協定が4つあった。すなわち、日韓請求権並びに経済

協力協定、在日韓国人の法的地位協定、日韓漁業協定、文化財及び文化
協力に関する協定の4つで、それに加えて紛争の解決に関する交換公文の
約定（竹島領有問題が念頭にあったが、交換公文には竹島は明示されて
いない）が結ばれたのである。
　近年の日韓関係は最悪の状況である。隣国関係は、歴史や国民（民
族）感情が絡み合い、とかく難しいことは当然としても、現在の日韓関
係の状況は「異常」だと思う。ゆえに少なくとも「普通の関係」に戻し
て、何とか「近くて近い国」にしたいものである。
　とくに歴史認識が目下の日韓関係の大きな争点になっている。歴史事
実は一つだが、歴史認識は現在の時点で、それぞれの国家なり個々人が
行うものであるから同じというわけにはいかない。できることはお互い
の歴史認識を理解し合い、できる限り共通点をみつけ、認識の相対化に
努めることではないかと思う。
　本稿においては、日韓国交正常化後50年を中心に考察するわけだが、
それに先立つ李承晩時代（1948-60年）も含め、戦後の韓国現代史を大
きく4つに分けて振り返るところから始めたい。

韓国現代史を振り返る

（１）李承晩時代（1948-60年）

　李承晩（1875-1965年）はもともと反日を信念として生きてきたと
ころがあるので、李承晩政権は反日政策を掲げ、北朝鮮に対しては徹底
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　（１）国内外の政策課題に関する調査、分析、研究、提言
　（２）国内外の政策課題に関する研究会、講演会、シンポジウ
　　　ム、国際会議等の開催
　（３）国内外の研究・教育機関、NGO等との連携・協力及び 
        国際交流
　（４）次世代を担う人材育成のための活動
　（５）各種出版物（政策提言書、研究資料、機関誌等）の刊行
　　　及び電子媒体等による情報発信

目　的
　国内外の政策課題について、調査、研究、政策提言を行うとと
もに、国と世界に貢献する人材の育成を図ることにより、家庭を
基盤とした地域社会と国づくり、及びアジアと世界の平和と繁栄
に寄与する。
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政府が「配
偶者控除」

等の見直し
を検討

　現在の日
本は「人口

急減・超高
齢化」に向

かってい

る。総務省
の発表（20

14年4月）
によれば、

生産労働

人口（16歳
～65歳）は

前年より11
6.5万人減少

し、こ

のまま少子
化が推移す

れば25年後
の2040年に

は現在

IPP分析レポ
ート

家庭基盤充
実に関する

研究プロジ
ェクト
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専業主婦・
子育て世帯

を狙い撃つ

「配偶者控
除見直し論

」の背景と
問題点

― 家庭機能
を弱体化さ

せ、少子化対
策にも逆行

 ―

より2000万
人以上減少

すると見込
まれている

。

　減少する
労働力を補

い生産力を
維持しよう

とすれば、
一

人当たりの
労働生産性

を高めると
ともに、女

性や高齢者
に

もっと働い
てもらうか

、あるいは
外国人労働

者を今以上
に

活用するほ
かに選択肢

はない。

　こうした
中、今年（

2014年）3
月16日の第

1回経済財

   要旨
　わが国は少

子高齢化が急
速に進み、生

産年齢人口（
16歳～65歳）

が急速に減少
しつつある。

政府は成長戦
略の一環

として女性の
就労拡大を促

進しており、
女性の就労を

阻んでいると
して「配偶者

控除」などの
見直し論が、

今年に入り

急浮上した。

　本稿では、
「妻の役割」

を尊重した「
配偶者控除」

創設の経緯を
振り返えると

ともに、配偶
者控除見直し

論の根拠と

なっている、
①女性の就労

を阻んでいる
とされる、い

わゆる「103
万円の壁」、

②税の「公平
性」の問題、

③専業主婦

世帯＝高額所
得層優遇とい

った批判が、
いずれも事実

に反し根拠が
乏しいことを

明らかにする
。

　また、日本
型福祉国家を

目指す「家庭
基盤充実政策

」の一環とし
て、配偶者控

除の限度額引
き上げ及び配

偶者特別控

除が導入され
た歴史的経緯

を確認する。

　一方、フェ
ミニズムの強

い影響を受け
た「男女共同

参画社会基本
法」（1999年

）の制定以降
、家庭の価値

を否定し、

「個人」単位
社会に向かう

政策志向が強
まった。

　その一環と
して2000年頃

から女性労働
の「中立性」

を阻害すると
して「配偶者

控除」等が批
判にさらされ

るように

なったこと、
こうした「配

偶者控除廃止
論」の背景に

は女性労働の
「中立性」を

大義名分に「
価値中立」を

装いつ

つ、その実「
家庭の価値」

を否定し専業
主婦の消滅と

結婚・家族制
度の解体をも

くろむ過激な
フェミニズム

思想の影響

があることを
明らかにする

。

　配偶者控除
の廃止は、専

業主婦あるい
は準専業主婦

世帯への増税
を意味してお

り、増税によ
って無理やり

専業主婦の

就労を拡大し
ようとするも

のである。実
際問題として

、現役子育て
世帯への支援

という性格を
持つ配偶者控

除を廃止し

た場合、家庭
機能を弱体化

させ、子供の
健全な育成を

阻害するだけ
でなく、財政

健全化や少子
化対策にも逆

行する。

　何より、家
事労働に「比

較優位」を持
ち、労働効率

のまだ低い女
性まで本人の

意向を無視し
て労働市場へ

の進出を促

すことは、家
庭と社会をト

ータルで見た
場合、実質的

な一人当たり
の労働生産性

を低下させる
だけでなく、

厚生レベル

を低下させる
ことにもなる

。

　女性の労働
力活用の意味

は、個人の特
性を無視して

すべての女性
を無理やりに

労働者にする
ことでは決し

てない。妻

や母としての
女性の役割も

十分に尊重し
、主婦業に比

較優位を持つ
女性には、そ

の希望が叶う
ように支援す

るべきであ

る。一方、効
率的な労働の

できる女性が
、子育てが一

段落した後に
その能力を活

かした仕事に
就きたい場合

は、それが

叶うように支
援し、働きや

すい柔軟な労
働環境を整備

する「ワーク
ライフバラン

ス」制度の充
実こそが、現

在最も必要

とされている
。

　男性と女性
が家庭・社会

生活の両面で
協調し協力し

て営む国づく
り、女性の特

性が家庭でも
社会でも活か

され光輝く

ことのできる
社会こそ、今

求められてい
る日本再生の

ビジョンであ
る。

　所得税制を
改革するなら

、家庭基盤充
実に資する「

世帯課税制」
の導入を検討

すべきである
。「世帯課税

制」は家族

の絆強化だけ
でなく、少子

化対策にも有
効であること

を指摘したい
。
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日本の防衛政策に対する提言 

新中華帝
国を画策

する習近
平政権と

日本の対
応 

－ 軍と一体化した反日姿勢とその野望 － 

１．「
新中華

帝国」
の構築

を狙う
中国の

「脅威
」を直

視せよ
 

２．先
制攻撃

を含む
「積極

的防衛
戦略」

をとる
中国、

習近平
政権に

対備せ
よ 

３．日
本は間

接及び
直接侵

略を阻
止すべ

く法的
整備に

着手せ
よ 

４．独
裁国家

の隷下
には断

固入ら
ないと

いう国
民の思

想武装
を図れ

 

５．自
由で開

かれた
海洋秩

序構築
を目指

し、日
韓防衛

協力を
推進せ

よ 

６．ア
ジア諸

国との
連携を

強化し
、中国

の南進
を押し

止めよ
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圓一出版が発行する月刊誌『圓一』の編集
月刊誌『圓一（En-ichi）』
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　ごあいさつ

国内外の諸問題を分析し
解決への最適解を模索

代表理事
早稲田大学名誉教授

　人類史において人びとはつねに様々な問題を抱えていま
したが、それらの現実の問題をいかに解決するかをめぐって
学問や科学は発展してきました。現在のわが国や国際社会
には深刻な問題が溢れており、それらの問題の解決は多く
の人々の叡智の結集を必要とします。平和政策研究所の目
標は、わが国や国際社会の抱える問題を分析して最適解を
模索し、政府や社会に提言し、その実現にささやかながら
貢献することです。

林 正寿

　設立趣旨

　現代は歴史の大きな転換期にあります。世界のパワーバ
ランスが大きく変化するとともに、活力ある経済センターと
して、アジア太平洋地域に世界の注目が集まっています。
　東アジア地域では政治的軋轢や軍事紛争の危機が高
まっており、国内では伝統的な家庭価値の崩壊や青少年
教育問題、とりわけ急速に進む少子高齢化によって、社会
と国家の礎が揺らいでいます。
　危機の時代にあって、わが国は国家としてのバックボー
ンを確立し、価値を共有するアジア太平洋諸国との連携や
EU等との地域間連携、家庭と国家再生へのビジョンが求
められております。それには、人類の歴史的な遺産である精
神的叡智と深い洞察力をもって文明史の趨勢を見据える
とともに、地球社会の発展に呼応した斬新な発想が必要と
されています。
　本研究所は、こうした視座に立って、多くの有識者や専
門家の力を結集し、世界の平和構築と新しい国づくりに向
けたグランド・デザインと戦略を明らかにしたいと考えてお
ります。多くの皆様のご参加をお願い致します。

　主な研究テーマ

　平和政策研究所の主な活動

国際シンポジウム

・日比戦略的パートナーシップの構築
・日本の教育再生と国際的リーダー育成
・東アジアの未来と日韓関係の展望
・東アジアの平和・繁栄・安全保障と日欧協力の展望
・欧州における平和構築のプロセスと東アジアへの提言
・東アジアの安全保障と日欧協力の展望
・中東の平和に向けた日本の役割

これまでの主なテーマ 政策研究会・ヒアリング

政策提言のための専門
家による非公開の政策研
究会「21世紀ビジョンの
会」などを開催するととも
に、個別ヒアリングを開催

IPP-Youthフォーラム

次世代の指導者となる
研究者、官僚、起業家、
NGO関係者などを対象
に国内外の政策課題に
関する研究会を開催

平和外交・
安全保障戦略

家庭基盤充実

教育と人材育成

日米韓を基軸としてアジア太平洋地域の平
和と繁栄を実現するために必要な日本の
外交・安全保障戦略を明らかにし、提言する。

結婚・家庭の価値を尊重し、家庭基盤の充
実と家庭を基本単位とした地域社会及び
国家づくりのための政策を提言する。

グローバルイシューと
平和構築

地球規模の諸課題の解決と平和構築に向
けて日本が国際社会で果たすべき主導的
役割を明らかにし、提言する。

次世代を担い、国と世界に貢献する人材育
成のために必要な政策を明らかにし、提言
する。

国際的に活躍している海外有識者を講師に招いた
シンポジウム及び国内の専門家との懇談会を開催

国際情勢や家庭基盤充
実をテーマとして「平和
政策フォーラム」「人格教
育フォーラム」などの公
開講演会を開催

公開講演会

　本研究所は、学界、政界、宗教界、言論界など各界で活躍す
る有識者で構成される「平和大使協議会」の付設研究機関とし
て2011年7月に発足しました。国連経済社会理事会の特殊協
議資格をもつNGOであるUPF（Universal Peace Federation
／本部：米国・ニューヨーク）は平和大使の任命機関であり、本
研究所はUPFのグローバルな人的ネットワークと連携しつつ、
各分野の専門家が積み重ねてきた活動実績をもとに、2015年
6月に一般社団法人として独立しました。

　設立経緯


